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能
登
半
島
地
震
の
当
面
の
支
援
に
つ
い
て

全
商
連
よ
り
、
支
援
に
つ
い
て
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。
物

資
に
つ
い
て
は
現
地
購
入
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
当
面
は
、
災
害
支
援
募
金
の
取
り
組
み
へ
の
ご
協
力

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

３・１３重税反対全国統一行動阿賀野集会

 日 時 ３月１３日（水）

午後１時３０分より

 会 場 水原公民館

３階 大会議室

集会後デモ行進を行い水原総合体育館玄

関内で各種申告用紙を提出します。

下越病院土曜検診予約
 日 時 6月 17日（土）
 申込人数 2名のみ
 申込〆 4月 20日

笹神支部・農民連申告相談会

日 時  月  日（土）

午前  時～午後  時

場 所 ふれあい会館 談話室

収支計算・申告書作成会のご案内

収支計算はできましたでしょうか？また各種控除

証明書は準備 OKでしょうか。
民商２階を利用できるようにしておきしたので、各

自おおばらにして収支計算してみませんか。

 月  日（土）・ 日（日）・ 日（土）・

  日（日）の午前中（ 時～  時）は民商を

あけておきます。

住
宅
非
課
税
世
帯
等
へ
の
国
の
支
援
金

家
計
急
変
世
帯
は
申
請
を

物
価
高
騰
対
策
等
に
よ
る
重
点
支
援
給
付
金
（
追
加
分
、
一

世
帯
あ
た
り
７
万
円
）
の
支
給
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
内
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
世
帯
と
家
計
急
変
で

昨
年
３
万
円
の
給
付
金
を
受
給
し
た
世
帯
は
申
請
不
要
で
、
今

月
は
じ
め
に
支
給
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

昨
年
１
１
月
以
降
に
失
業
、
営
業
不
振
な
ど
で
家
計
が
急
変

し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
と
同
等
の
収
入
し
か
得
ら
れ
て
い
な

い
世
帯
は
申
請
に
よ
り
支
援
金
支
給
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
請

書
は
市
役
所
窓
口
か
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す
。
（
申

請
は
２
月
２
９
日
ま
で
）

均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の

給
付
金
は
３
月
以
降
に

８
日
の
臨
時
議
会
で
可
決
し
た
補
正
予
算
で
支
給
さ
れ
る
、

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
へ
の
１
０
万
円
の
給
付
金
と
、

非
課
税
世
帯
・
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
の
１
８
歳
未
満
へ
の
５

万
円
給
付
金
は
、
申
請
無
し
で
３
月
以
降
に
支
給
開
始
の
予
定

と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
定
額
減
税
（
本
人
及
び
扶
養
親
族
一
人
当
た
り
４
万
円
）

し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
人
に
対
す
る
給
付
（
調
整
給
付
金
）

と
、
２
４
年
度
に
新
た
に
住
民
税
非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み

課
税
と
な
る
世
帯
へ
の
１
０
万
円
の
給
付
金
は
、
６
月
の
住
民

税
額
確
定
後
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

記
事

松
崎
会
長
よ
り

相
続
税
の
課
税
対
象
に
な
る
死
亡
保
険
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